
 

入 札 公 表 書 

 

 

 明日香村が発注する下記の物品について、明日香村物品調達等条件付き一般競争入札を執行しますの

で、地方自治法施行令第 167条の 6の規定により公告します。 

 

 

令和 7年 3月 24日 

                                    

                              明日香村長 森川 裕一 

 

第 1 入札に付する業務 

 （1）番 号   令和 7年度 第 305号 

 （2）件 名   飲料水供給施設維持管理業務委託 

（3）業 務 場 所   明日香村大字入谷地内他 

 （4）概 要   浄水施設維持管理業務 

               入谷浄水場 

               尾曽浄水場 

              採水業務 

               入谷地区 1箇所 

                             尾曽地区 1箇所 

上地区  1箇所 

 （5）期 間   契約締結日の翌日から～令和 8年 3月 31日まで 

 （6）最低制限価格   設定なし 

 （7）体入札価格調査   適用なし 

 （8）入 札 保 証 金   免除 

 （9）支 払 条 件   前金払 なし  

              部分払 なし 

 

第 2 入札参加資格要件 

  次に掲げる条件をすべて満たす業者であるものとします。 

(1) 明日香村入札参加資格者名簿の物品に登録していること。 

(2) 浄水場維持管理業務の実績があること。  

 (3) 下記有資格者のいずれかを配置できること。尚、有資格者にあっては入札者と雇用関係の有無は 

問いません。 

   ①公益社団法人日本水道協会が認定する水道浄水施設管理技士 3級以上の資格を有する者 

     ②水道法施行令第 7条に規定する水道技術管理者の資格を有する者 

(4) 落札候補者は契約締結までに上記(2),(3)が確認できる書類を提出すること。 

  (2)については、業務実績に関する契約書の写し 

  (3)については、配置予定有資格者調書（様式 1） 

(5）地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当していないこと。 

（6）公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、明日香村競争入札参加資格者指名停止 

等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 

（7）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続 

開始の申立てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあ 

っては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全で 

ないこと。 

 

第 3 仕様書等に関する質疑回答 

(1) 仕様書等に関して質疑があるときは、質疑応答書（明日香村のホームページからダウンロードし

てください。）により下記の日時及び方法で提出して下さい。 

日 時  令和 7年 3月 24日（月）～27日（木）午前 9時 から 午後 5時まで 



     方 法  ファックス（ﾌｧｯｸｽ番号 0744-54-9030）により提出して下さい。 

その他  指定する日時及び方法によらない質疑には回答いたしません。 

(2) (1)の質疑については、次のとおり回答します。 

     日 時  令和 7年 4月 2日（水） 

     場 所  明日香村のホームページに掲載 

 

第 4  入札書等の郵送方法 

入札参加希望者は、入札書（明日香村のホームページからダウンロードしてください。）を一般書留郵

便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により、明日香郵便局へ局留扱いで、開札日の前日（令和 7 年 4

月 7（月））までに到達するように郵送しなければならない。この場合において、郵送に要する費用 

は入札参加希望者の負担とします。 

 

第５  開札日時、場所及び傍聴方法 

(1) 開札は、下記の日時及び場所で行います。 

日 時  令和 7年 4月 8日(火)10時 15分 

     場 所  明日香村役場 2階 災害対策室 

  (2) 開札の傍聴を希望される方は、明日香村競争入札傍聴要領に基づき、開札日の前日午後 5時ま 

でに総務財政課に申込みをして下さい。傍聴は先着順とし、定員（5 人）になり次第締め切りま

す。 また、入札をした者が傍聴の申込みをした場合は、開札立会人を依頼することがあります。 

 

第６ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

(1) 入札参加資格のない者が行った入札 

(2) 虚偽の申請を行ったものがした入札 

(3) 同一事項の入札について 2通以上の入札書等を提出した者の行った入札 

(4) 指定された入札方法によらない入札 

   (5) 期限までに到達していない入札 

  (6) 入札に関し不正な行為をした者が行った入札 

   (7) 明日香村郵便入札心得第 8条に該当する入札 

(8) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

第７ 入札結果の公表 

 入札の結果については、役場の入札掲示板への掲示及び明日香村のホームページへの掲載で公表しま

す。 

 

第８ その他 

(1)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもっ

て落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を減算した金額を入札書に記載する

ものとします。 

(2) 入札回数は１回とします。 

(3) 書類は、原則として A4判とします。 

(4)この通知に定めのない事項については、明日香村契約規則、明日香村指名競争入札実施要領、明

日香村郵便入札心得及び関係法令等によるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


